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地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

題
名
の
次
に
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
な
か
っ
た
者

二
　
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
公
表
を
し
た
者

三
　
第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
十
六
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
、
一
章
、
章
名
及
び
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
六
条
第

一
項
中
「
日
常
生
活
に
関
す
る
」
を
削
り
、
第
二
十
八
条
中
「
地
方
公
共
団
体
は
」
の
下
に
「
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
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制
に
よ
り
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
」
を
加
え
る
。

第
九
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
基
本
方
針
」
を
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項

中
「
事
業
者
」
を
「
特
定
事
業
者
以
外
の
事
業
者
」
に
、
「
基
本
方
針
」
を
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
に
改
め
、

「
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
事
業
者
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
京
都
議
定
書
目

標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
単
独
に
又
は
他
の
事
業
者
と
共

同
し
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
の
た
め
の
措
置
（
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
等
に
寄
与
す
る
た

め
の
措
置
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
事
業
者
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
単
独
に
又
は
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
、
毎
年
、
前
項
の
計
画

に
係
る
措
置
の
実
施
の
状
況
（
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
を
含
む
。
）
を
環
境
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公

表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
九
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
計
画
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
都

道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
実
行
計
画
」
を
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
毎
年
、
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
実
行
計
画
」
を
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体

は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
基
本

方
針
」
を
「
市
町
村
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
」
に
、
「
当
該
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
を
「
当
該
市
町
村
」
に
改
め
、

「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
行
計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
即
し
て
、
国
及
び
当
該
都
道
府
県
の
事
務
及
び
事
業
に
関
し
、
温

室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
及
び
吸
収
の
量
に
関
す
る
目
標
並
び
に
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
を
策
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。
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第
七
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
中
『
同
項
第
五
号
中
「
基
本
的
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
二
号

の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
』
を
「
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
」
に
改
め
、
第
五
号
を
削
り
、
同
改
正

規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

第
七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
基
本
的
事
項
」
を
「
重
要
事
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に

次
の
三
号
を
加
え
る
。

五
　
前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
関
す
る
事
項

六
　
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
策
定
す
る
計
画
に
関
す
る
事
項

七
　
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
が
作
成
す
る
計
画
に
関
す
る
事
項

第
七
条
を
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
、
一
章
、
章
名
及
び
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
四

項
を
削
り
」
を
『
同
条
第
四
項
中
「
環
境
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」
に
、
「
基
本
方
針
」
を
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計

画
」
に
、
「
関
係
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
な
け
れ
ば
」
を
「
広
く
一
般
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
』
に
改
め
、

「
は
、
第
三
項
」
を
削
り
、
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
」
を
『
内
閣
」
に
、
「
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
」
を
「
に
よ
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り
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
を
決
定
し
た
』
に
、
『
「
京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
』
を
『
「
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
て
、

そ
の
承
認
を
受
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
』
に
改
め
、
「
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
」
を
削
り
、
同
改
正
規
定
の
う
ち
第
九
条

第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
一
条
及
び
章
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務

に
関
し
、
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

も
、
同
条
の
刑
を
科
す
る
。


